
 

ひろさき産学官連携フォーラム	 青い森の食材研究会	 会則 
 

制定	 	 	 平成２３年	 ６月２４日 
一部改正	 平成２３年	 ９月	 １日 
一部改正	 平成２４年	 ４月	 １日 
一部改正	 平成２７年１２月	 ４日 
一部改正	 平成２９年	 ３月	 ６日 
一部改正	 平成２９年	 ４月	 １日 

 
（名称） 
第１条	 本会は、ひろさき産学官連携フォーラム	 青い森の食材研究会と称する。  
 
（目的）  
第２条	 本会は、県内の大学、試験研究機関の研究者が一堂に会し、研究シーズとして

蓄積した本県の農林水産物に関する機能性（効能効果や利用方法など）の情報を一元

化し、広く普及させることで、県産機能性素材の活用につなげるとともに、産官学連

携の推進、関連産業の振興、ひいては新たな産業づくりに寄与することを目的とする。  
 
（活動）  
第３条	 本会は、次の事項について研究・協議する。  
（１）本県の農林水産資源の機能性（効能効果や利用方法など）の情報（以下「県産

機能性素材」という）を効果的に発信する仕組み作りに関すること。（データ

ベース化、ホームページ開設など） 
（２）県産機能性素材を広く普及させ、活用を促す方策に関すること。（ チラシ・パ

ンフレット作成、展示会出展など） 
（３）県産素材を活用した商品開発に関すること。 
（４）その他、目的達成に必要なこと。  

 
（会員）  
第４条	 本会は、第２条の目的に賛同するひろさき産学官連携フォーラム会員（以下「フ

ォーラム会員」という）により構成される。 
 
（代表）  
第５条	 本会に代表１名を置き、会員の互選により選出する。  
２	 代表は、会務を総括する。  
 
（プロジェクトマネージャー） 
第６条	 本会に、全体の進捗状況を管理するプロジェクトマネージャーを置くことがで

きる。 



 
 
 
（アドバイザー） 
第７条	 本会に、活動の推進にあたって必要な助言等を行うアドバイザーを置くことが

できる。 
 
（会 議）  
第８条	 本会は、会員の意思決定の場として、会議を開催する。 
２	 会議は代表が招集し、代表が議長となる。  
３	 会議の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。  
 
（部 会）  
第９条	 本会に、機能性素材情報発信部会及び機能性商品開発部会を置く。 
２	 機能性素材情報発信部会は、フォーラム会員のうち県内研究機関に所属する者のみ

で構成し、機能性商品開発部会はフォーラム会員で構成する。 
 
（守秘義務） 
第１０条	 本会に出席した者は、会議において知り得た知的財産等に係る情報をほかに

漏らしてはならない。 
 
（事務局）  
第１１条	 本会の庶務及び経理に係る事務は、国立大学法人弘前大学研究・イノベーシ

ョン推進機構及び弘前市商工振興部産業育成課にて処理する。 
 
（その他）  
第１２条	 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が定め

る。  
 
附 則 
１	 この会則は平成２３年６月２４日より施行する。 
２	 この会則は平成２３年９月１日より施行する。 
３	 この会則は平成２４年４月１日より施行する。 
４	 この会則は平成２７年１２月４日より施行する。 
５	 この会則は平成２９年３月６日より施行する。 
６	 この会則は平成２９年４月１日より施行する。 
 


